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平成 23年（2011年）

２／１号
No. 1044

《
今
号
の
主
な
内
容
》

・　

年
４
月
、
統
一
地
方
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す 

３
面

２３
・
若
年
者
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
と
個
別
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

　

を
実
施
し
ま
す 

４
面

・「
賃
貸
住
宅
ト
ラ
ブ
ル
１
１
０
番
」
を
実
施
し
ま
す 

７
面

　
「
税
」
は
、
皆
さ
ん
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
、
国
や
地
方
公
共

団
体
が
活
動
す
る
た
め
の
大
切
な

財
源
で
す
。
今
年
も
、
所
得
税
と

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け

付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の

受
け
付
け
は
２
月　

日
（
水
）
～

１６

３
月　

日
（
火
）
の
期
間
、
所
得

１５

税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、
市

民
税
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所

で
行
い
ま
す
。
各
会
場
と
も
車
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。　

　

な
お
、
３
月
に
入
り
ま
す
と
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申

告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
書
は
国
税
電
子
申

告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
「
e
倆
T
a

x
」（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）
や
郵
便
、

信
書
便
に
よ
る
送
付
、
税
務
署
の

時
間
外
文
書
収
受
箱
へ
の
投
函
で

も
提
出
で
き
ま
す
。
申
告
書
を
郵

送
す
る
方
で
「
控
え
」
に
受
付
印

が
必
要
な
方
は
、「
控
え
」
に
住
所
、

氏
名
な
ど
を
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記

載
の
上
、
切
手
を
張
っ
た
返
信
用

封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

　

今
年
も
、
所
得
税
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が

始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
２
月　

日
（
水
）
～
３
月

１６

　

日
（
火
）
の
期
間
、「
所
得
税
の
確
定
申
告
」
は
税
務
署
で
、

１５「
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
」
は
市
役
所
で
行
い
ま
す
。

　

３
月
に
入
り
ま
す
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

※
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
の
場

合
は
、
自
動
音
声
案
内
に
沿
っ
て

「
２
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お

休
み
で
す
。
た
だ
し
、
２
月　

日
２０

（
日
）
と　

日
（
日
）
に
限
り
、

２７

午
前
９
時
～
５
時
に
東
村
山
税
務

署
で
、
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド

バ
イ
ス
や
申
告
用
紙
の
配
布
、
申

告
書
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
２
日
間
は
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　

※
当
日
は
電
話
で
の
相
談
や
国

税
の
領
収
、
納
税
証
明
書
の
発
行

は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
還
付

の
申
告
を
さ
れ
る
方
へ

◎
還
付
の
申
告
は
、
東
村
山
税
務

署
で
２
月　

日
（
火
）
以
前
で
も

１５

受
け
付
け
て
い
ま
す

　

給
与
所
得
者
で
雑
損
控
除
、
医

療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
適
用

者
の
方
、
ま
た
は
、
年
の
中
途
で

退
職
し
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
な
ど

は
、
源
泉
徴
収
税
額
の
還
付
を
受

け
る
た
め
の
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
申
告
書
を
す
べ
て
記
載
で
き
た

方
は
、
郵
送
で
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す

　

申
告
書
を
郵
送
す
る
場
合
に
は
、

封
筒
の
裏
側
に
、
住
所
・
氏
名
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
方

は
、
預
貯
金
口
座
へ
の
振
り
込
み

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
は
、

口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
（
預
貯

金
通
帳
な
ど
）
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

確
定
申
告
書
の
様
式
が

変
更
に
な
り
ま
す

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は　

年
２２

分
以
降
に
使
用
す
る
も
の
か
ら
、

提
出
用
・
控
え
用
の
２
枚
で
１
組

と
な
り
ま
す
。

　
　

年
分
ま
で
は
、
添
付
書
類
は

２１
確
定
申
告
書
の
二
表
の
裏
面
に
張

り
ま
し
た
が
、　

年
分
以
降
は
申

２２

告
書
の
裏
面
に
張
ら
ず
、
添
付
書

類
台
紙
な
ど
に
張
っ
て
申
告
書
と

　

市
役
所
で
の
受
け
付
け
は
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お
休
み
で

す
。
な
お
、
２
月　

日
（
金
）・　

１８

２５

日
（
金
）
の
午
後
５
時　

分
～
８

１５

時
に
、
夜
間
申
告
相
談
窓
口
を
行

い
ま
す
（
た
だ
し
、
電
話
相
談
や

証
明
書
な
ど
の
発
行
は
行
い
ま
せ

ん
）。申

告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２３

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
の
方
で
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。
①

勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支
払

報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
②
給
与

を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

方
③　

年
中
に
退
職
し
、　

年
１

２２

２３

月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方

④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　

万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は

２０
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
民
税
・
都
民
税
で
は

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２３

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）前
記「
申
告
が
必
要
な
方
」

の
（
１
）
～
（
３
）
に
該
当
す
る

方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

税
務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

２２

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の 

な
か
っ
た
方
も
申
告
を

お
願
い
し
ま
す

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
や

２２

失
業
、
学
生
な
ど
の
理
由
で
収
入

の
な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面

の
「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」
に

そ
の
旨
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
同
居
の
方
の
扶
養
に
な

っ
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

　

※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど

の
資
料
と
な
り
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税
申
告

書
が
届
か
な
い
方
へ

　

申
告
書
は
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
郵
送
し
ま

し
た
が
、
該
当
す
る
方
で
届
か
な

い
方
は
、
課
税
課
市
民
税
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
書

の
用
紙
な
ど
は
、
上
の
原
・
ひ
ば

り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、
東

部
地
域
セ
ン
タ
ー
、
わ
く
わ
く
健

康
プ
ラ
ザ
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▼
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▼
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
医

療
費
な
ど
の
各
控
除
を
受
け
る
場

合
は
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
証
明

書
ま
た
は
領
収
書
▼
国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
・
介
護
保
険
料
・
国
民
年

金
で
前
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書

な
ど
▼
認
め
印

　　市役所でお受けできる確定申告は、
市役所・各会場とも次のものに限らせて
いただきます。
　（１）提出のみの方＝内容が記入されて
いて、お預かりするだけのもの
　（２）簡易な申告の方＝①給与や公的年
金のみの収入の方②前記①に該当し、医
療費控除や寄附金控除のある方
　なお、簡易な申告の方で医療費控除を
受ける場合には、あらかじめ医療費の合
計額を計算してきてください。
　市役所では、確定申告書（簡易なもの）
の記載方法などについて、疑問などがあ
る方に書き方のアドバイスを行いますが、
確定申告書はご自身で作成していただき
ます。また、確定申告書は国税庁ホーム
ページからも取得できます。

　市役所で受け付ける市民税・都民税の
申告では、所得税の還付は受けられませ
ん。還付の申告をする方は東村山税務署
へ申告してください。

所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得税税税税税税税税税税はははははははははは税税税税税税税税税税務務務務務務務務務務署署署署署署署署署署所得税は税務署ででででででででででで、、、、、、、、、、市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税・・・・・・・・・・、市民税・都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税はははははははははは市市市市市市市市市市役役役役役役役役役役所所所所所所所所所所都民税は市役所ででででででででででで
申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書ははははははははははははははははははははは自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分ででででででででででででででででででででで書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててて提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出はははははははははははははははははははははおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ申告書は自分で書いて提出はお早めにににににににににににににににににににににに申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書ははははははははははははははははははははは自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分ででででででででででででででででででででで書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててて提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出はははははははははははははははははははははおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ申告書は自分で書いて提出はお早めにににににににににににににににににににににに

〒
１
８
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市
本
町
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ノ　
２０

２２

緯
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

所所所所所所所所所所

得得得得得得得得得得

所　

得　

税税税税税税税税税税税

所得税の申告と納税は２月１６日（水）～３月１５日（火）です

確定申告の無料相談会（税理士会）

◎年金受給者、給与所得者、小規模納税者の方

時間日程会場

午前９時半～１１時半、
午後１時半～３時半　

２月１４日（月）
～２月１８日（金）

市役所７階
７０１・７０２会議室

※受付時間は混雑の状況により、早く締め切る場合があります。
※所得金額が高額な方や相談内容が複雑な方、譲渡・相続・贈与の申
告の方は、税務署または有料で税理士にご相談ください。

確定申告相談と市民税・都民税の申告会場

受付時間日程会場

午前９時半～１１時、
午後１時～４時

２月１日（火）、
２月２日（水）　

わくわく健康
プラザ１階講堂

２月８日（火）　
東部地域センター
１階講習室

２月９日（水）　
南部地域センター
２階講習室

午前８時半～１１時、
午後１時～５時

２月１６日（水）
～３月１５日（火）

市役所２階
２０４・２０５会議室

※２月１８日（金）・２５日（金）の午後５時１５分～８時、市役所２階を
会場に「夜間申告相談窓口」を設置します。なお、午後５時１５分以
降は、電話相談と証明書などの発行はできません。
※市役所・各会場でお受けできる確定申告書は、「提出のみの方およ
び簡易な申告の方」に限らせていただきます。

緯
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３
７
）

申
告
と
相
談
は
市
役
所
課
税
課

　
　
　
　

市
民
税
係
（
市
役
所
２
階
）
へ

市市市市市市市市市市
民民民民民民民民民民
税税税税税税税税税税
・・・・・・・・・・
都都都都都都都都都都
民民民民民民民民民民

市
民
税
・
都
民
税税税税税税税税税税税

一
緒
に
提
出
し
ま
す
。

　

確
定
申
告
に
必
要
な
添
付
資
料

の
用
意
を
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
定
申
告
書
の 

作
成
が
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
e
倆

T
a
x
」（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）
で
は
、

所
得
税
の
確
定
申
告
書
・
決
算
書
・

収
支
内
訳
書
・
消
費
税
・
地
方
消

費
税
な
ど
の
確
定
申
告
書
が
作
成

可
能
で
す
。

　
「
e
倆
T
a
x
」
を
利
用
す
る
場

合
の
メ
リ
ッ
ト
な
ど
に
つ
い
て
、

詳
細
は
２
面
を
参
照
く
だ
さ
い
。

注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささいいいいいいいいいい注意ください！！！！！！！！！！！

おおおおおおおおおお 願願願願願願願願願願お　願　いいいいいいいいいいい

　２月１日（火）～２６日（土）の期間、市役所地下駐車場の改修
工事を行うため、駐車できるスペースが少なくなります。また、
駐車場内の通行も一部制限します。ご迷惑をお掛けしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
　詳しくは管財課緯４７０・７７１８へ。

市役所地下駐車場の改修工事を行います


